
　
最
低
賃
金
制
度
は
、
最
低
賃
金

法
に
基
づ
き
、
使
用
者
は
、
そ
の

金
額
以
上
の
賃
金
を
労
働
者
に
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
制
度
で
す
。

　
こ
の
た
び
、
長
野
県
地
域
最
低

賃
金
の
改
正
に
続
い
て
、
長
野
県

内
の
特
定
の
産
業
で
働
く
労
働
者

に
適
用
さ
れ
る「
特
定（
産
業
別
）

最
低
賃
金
」が
表
の
と
お
り
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
適
用
業
種
等
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
長
野
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

「
最
低
賃
金
」に
つ
い
て

長
野
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

０
２
６（
２
２
３
）０
５
５
５

　
町
で
は
、
対
象
と
な
る
障
が
い

者
の
方
等
の
通
院
費
を
補
助
し
て

い
ま
す
。

対
象
者

・
じ
ん
臓
機
能
障
が
い
に
よ
り
身

体
障
害
者
手
帳
１
級
が
交
付
さ

れ
て
お
り
、
血
液
透
析
療
法
を

受
け
る
た
め
町
外
の
医
療
機
関

へ
通
院
し
て
い
る
方

・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給

者
証
が
交
付
さ
れ
て
お
り
、
町

外
の
指
定
医
療
機
関
へ
通
院
し

て
い
る
方

補
助
額

・
公
共
交
通
機
関
利
用
者　
運
賃

の
１
／
２　

・
自
家
用
車
利
用
者　
距
離
に
応

じ
て
算
出
し
た
費
用
の
１
／
２

※
１
カ
月
に
つ
き
１
万
円
を
限
度

と
し
ま
す
。

※
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認

め
ら
れ
る
通
常
の
経
路
を
基
に

距
離
を
算
出
し
ま
す
。

持
ち
物

・
申
請
書（
医
療
機
関
か
ら
通
院

を
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
を
受

け
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。）

　
町
で
は
、
長
野
県
弁
護
士
会
佐

久
在
住
会
と
連
携
し
て
、
無
料
法

律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
債
務

や
相
続
、
契
約
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル

で
お
困
り
の
方
は
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
完
全
予
約
制
で
す
。
秘
密

は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
安
心
し

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
３
月
６
日（
木
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
～３

時
30
分

場
所　
役
場
２
階
相
談
室
５

（
控
室 

役
場
２
階
会
議
室
３
）

申
込
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～午

後
５
時
15
分

　
（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

申
込
締
め
切
り　
２
月
26
日（
水
）

対
象
者　
町
内
在
住
者

相
談
人
数　
４
人（
先
着
順
）

相
談
時
間　
30
分
程
度

そ
の
他　

　
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
利
益

相
反
の
事
情
か
ら
相
談
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
総
務
課 

庶
務
係（

32
）３
１
１
１

長
野
県
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金
の
お
知
ら
せ

血
液
透
析
、小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
た
め

受
診
さ
れ
て
い
る
方
の
交
通
費
を
補
助
し
ま
す

無
料
法
律
相
談
会
を

開
催
し
ま
す

種　　類 時間額（改正前） 発効年月日

地域別 長野県最低賃金 998円（948円） 令和6年10月1日

産業別

計量器・測定器等製造業 1,032円（983円） 令和7年1月1日

はん用機械器具等製造業 1,043円（994円） 令和6年12月12日

各種商品小売業 ※長野県最低賃金を下回っているため、　　　
　長野県最低賃金額998円が適用されます。印刷、製版業

・
振
込
先
の
分
か
る
も
の（
通
院

を
し
て
い
る
ご
本
人
の
も
の
、

児
童
の
場
合
は
保
護
者
の
も

の
）

・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給

者
証（
該
当
者
の
み
）

・
公
共
交
通
機
関
の
領
収
書
、定

期
券
の
写
し
等（
該
当
者
の
み
）

※
通
院
し
た
月
か
ら
２
年
以
内
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
類
は
役
場
保
健
福
祉
課

１
階
６
番
窓
口
ま
た
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
メ
ニ
ュ
ー
→

健
康
医
療
と
福
祉
→
障
が
い
者

支
援
→
障
害
者
等
通
院
費
等
補

助
金
）か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

※
申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）6
5
2
2

期
間　

　

２
月
28
日（
金
）ま
で

※
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
詳
細
は
、
厚

生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

献
血
受
付
方
法
・
場
所

　
長
野
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先　

　
県
庁
健
康
福
祉
薬
事
管
理
課

　
0
2
6（
2
3
5
）7
1
5
7

　
長
野
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー

　
0
2
6（
2
1
4
）8
2
2
9

長
野
働
き
方
改
革

推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

0
1
2
0（
0
8
8
）7
0
3

年
次
有
給
休
暇
取
得
促
進

特
設
サ
イ
ト

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
労
働
局雇

用
環
境
・
均
等
室

0
2
6（
2
2
3
）0
5
5
1

応
募
方
法

　

教
育
委
員
会
お
よ
び
Ｂ
＆
Ｇ

海
洋
セ
ン
タ
ー
窓
口
に
用
意
し
て

あ
る
応
募
申
込
書
ま
た
は
、町
の

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
た
応
募
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、持
参
ま
た
は
郵

送
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法

　
応
募
者
の
中
か
ら
書
類
選
考
等

に
よ
り
決
定
し
ま
す
。
選
考
結
果

に
つ
い
て
は
、
後
日
通
知
い
た
し

ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先

〒
３
８
９ｰ

０
２
０
６

　
御
代
田
町
大
字
御
代
田

４
１
０
７
番
地
７
２

　
御
代
田
町
教
育
委
員
会

社
会
体
育
係

（
御
代
田
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
）

（
32
）６
１
１
４

Ｆ
Ａ
Ｘ （
32
）６
１
１
４

　
「
献
血
」と
は
、
病
気
や
け
が
で

輸
血
や
血
液
製
剤
を
必
要
と
す
る

患
者
さ
ん
の
た
め
に
、
自
分
の
血

液
を
自
発
的
か
つ
無
償
で
提
供
す

る
こ
と
で
す
。
皆
さ
ま
の
善
意
の

献
血
に
よ
っ
て
、
多
く
の
患
者
さ

ん
の
命
が
救
わ
れ
ま
す
。
血
液
は

人
工
的
に
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、

長
い
間
保
存
す
る
こ
と
も
で
き
ま

せ
ん
。
特
に
献
血
者
が
減
少
し
が

ち
な
冬
期
に
お
い
て
は
、
安
全
な

血
液
製
剤
の
安
定
供
給
と
確
保
が

困
難
に
な
り
ま
す
。

　

献
血
は
命
を
つ
な
ぐ
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
す
。
少
子
高
齢
化
の
影

響
に
よ
り
、
10
代
～
30
代
の
若
年

層
の
献
血
者
数
は
こ
の
10
年
間
で

約
25
％
も
減
少
し
て
お
り
、
こ
の

ま
ま
減
少
が
進
ん
で
い
く
と
、
血

液
の
安
定
供
給
に
支
障
を
き
た
す

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
今
後
も
患
者

さ
ん
に
血
液
を
安
定
的
に
届
け
る

た
め
に
は
、
今
ま
で
以
上
に
若
い

世
代
の
献
血
へ
の
協
力
が
不
可
欠

で
す
。
新
た
に
成
人
式
を
迎
え
る

「
は
た
ち
」の
方
を
中
心
に
、
広
く

皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ　

年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
を
募
集
し
ま
す

　
計
画
的
な
業
務
運
営
や
休
暇
の

分
散
化
に
も
役
立
つ
年
次
有
給
休

暇
の
計
画
的
付
与
制
度（
※
１
）や
、

労
働
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
応

じ
た
柔
軟
な
働
き
方
・
休
み
方
に

役
立
つ
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休

暇（
※
２
）を
活
用
し
て
、
働
き

方
・
休
み
方
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

　
長
野
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、
各
種
休
暇
制
度
の

導
入
や
就
業
規
則
の
見
直
し
、
助

成
金
の
活
用
等
に
つ
い
て
、
無
料

　
こ
の
度
、
任
期
満
了
に
よ
り
令

和
７
・
８
年
度
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

委
員
を
公
募
し
ま
す
。

　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
は
、
町
教

育
委
員
会
が
委
嘱
を
し
、
町
民
が

ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
み
・
楽
し
む
た

め
に
、
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
企

画
や
運
営
、
地
域
で
の
ス
ポ
ー
ツ

指
導
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体
や
ス
ポ
ー

ツ
を
さ
れ
る
方
と
行
政
と
の
パ
イ

プ
役
な
ど
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
活
躍
し
て
い

ま
す
。

　
興
味
・
関
心
・
熱
意
の
あ
る
方

の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

応
募
人
数　
若
干
名　

処
遇

・
身
分　
御
代
田
町

非
常
勤
特
別
職
員

・
任
期　
４
月
１
日
～

令
和
９
年
３
月
31
日（
２
年
間
）

で
支
援
し
て
い
ま
す
。

※
１　
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日

数
の
う
ち
、
５
日
を
除
い
た
残

り
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
労
使

協
定
を
締
結
す
れ
ば
、
計
画
的

に
取
得
日
を
割
り
振
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。

※
２　
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
は
、

原
則
１
日
単
位
で
す
が
、
労
使

協
定
を
締
結
す
れ
ば
年
５
日
の

範
囲
内
で
時
間
単
位
の
取
得
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

・
報
酬　
日
額　
８
，０
０
０
円

　
（
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例（
昭
和
38
年
条
例
第
17

号
）の
規
定
に
よ
る
。）

応
募
要
件

　
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
次

の
項
目
全
て
に
該
当
す
る
方

・
満
18
歳
以
上
の
方

・
町
内
に
在
住
、ま
た
は
在
勤
す

る
方

・
ス
ポ
ー
ツ
に
関
心
と
理
解
を
お

持
ち
の
方

・
各
種
の
会
議
や
事
業
の
た
め
に

一
定
の
時
間
を
提
供
で
き
る
方

・
地
方
公
務
員
法（
昭
和
25
年
法

律
第
2
6
1
号
）第
16
条
に
規

定
す
る
欠
格
事
項
に
該
当
し
な

い
方

応
募
期
間

　

２
月
１
日（
土
）～
28
日（
金
）

「
は
た
ち
の
献
血
」キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
て
い
ま
す

～
誰
か
の
明
日
を
考
え
る
。は
た
ち
の
献
血
～
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